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福島県中小企業団体中央会


※は各項目の重点事項

特別要望
■ 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興対策
福島県においては、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、原発事故という。）から８年６か月を経過したが、今もなお、数多くの県民が避難生活を続けており、旧避難指示区域への住民帰還は順調に進んでいない。
観光、食品や農林水産物、石材等に対する根強い風評、時間の経過とともに加速する風化、復興の進度の違い等による様々な問題の発生等、復興に向けた課題が山積している。
したがって、原発事故により喪失した取引先の回復や販路開拓のための支援策を一層強化し、被災中小企業の自立を積極的にサポートする必要がある。
また、復旧・復興工事においては、公共土木施設の災害復旧工事や復興再生道路の整備等、着実に進捗しているが、これらの工事をより加速化させることにより、被災地域の復興が進むものと思われる。
被災地域の復興に当たっては、国の総力を挙げたスピード感ある対応と継続的な支援が必要であり、現下の危機を打破し地域経済の再生を早急かつ確実に実現するため、下記の事項について要望する。

１．東日本大震災からの着実な復興支援
　※１　継続的な復興への支援（新規）
　復興創生期間は令和２年度末までであるが、旧避難指示区域への住民帰還や産業の復旧状況、観光や食品に対する風評被害等を勘案すれば、解決までには時間がかかると思われ、継続した復興支援が必要不可欠である。
　そのため、復興創生期間が終了する令和２年以降に設置される復興庁の後継組織については、行政の縦割りを廃し、リーダーシップを持って柔軟に対応できる組織とすること。また、地元自治体、地域中小企業等の実態に即し、実効性のある支援策を講じること。

２　復旧・復興に向けた公共工事の地域中小企業への優先発注と官公需適格組合の積極的な活用（継続・修正）
復旧・復興に向けた公共事業の発注に当たっては、地元企業が施工できるものについては地域中小企業への優先的な発注に努めるとともに、その際発注に係わる事務の軽減や効率化の観点からも中小企業組合等への発注について配慮すること。
また、国等は、被災地における事業再開・雇用創出が円滑に進むよう、地域に精通している官公需適格組合を積極的に活用するとともに、中小企業の受注機会の増大のために地方公共団体等に対して積極的に制度を周知すること。



３　中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の継続（継続・修正）
中小企業等グループ施設等復旧整備補助金については、将来、事業者が避難指示区域等の解除により帰還して事業再開する際に利活用できるよう、本補助金の継続及び設備の入替条件の緩和等、事業者の事情に配慮した迅速かつ弾力的な運用を図ること。

２．東京電力福島第一原発事故克服への対応
１　原子力災害の克服（継続・修正）
原発事故は今なお収束せず、それに伴う営業損害、風評も根強く残る等様々な被害が継続している状況に大きな変化はなく、加えて時間の経過とともに震災に対する国民の関心が低下し、風化が加速度的に進んでいる。今後とも被災中小企業者が事業を再建し自立していけるよう対応していく必要がある。
そのため、今後とも引き続き原子力災害の克服へ向けて、次の事項について実施し、また、東京電力に対し強く働きかけを行うよう要望する。
①　原発事故の完全収束並びに福島第一原子力発電所及び同第二原子力発電所　の確実な廃炉作業の実施
②　迅速かつ正確な情報開示
③　中間貯蔵施設の整備及び除染廃棄物搬入対策の加速化
④　原発事故による汚染水処理の適正かつ早急な対応
⑤　森林や農業用水向けダム、ため池等の除染の加速化や、放射線の高い場所　の追加除染等、地域再生のための除染対策の徹底

※２　風評被害対策、被災中小企業の自立支援策
（１）風化防止と風評被害の払拭に向けた県産品の販路開拓支援（継続・修正）
東日本大震災及び原発事故からの風化が進んでいる。また、長期化・複雑化する風評を払拭するため新たな取組みも求められている。
福島県産食品に対する消費者の意識は改善しているが、未だ放射性物質を理由に福島県産食品の購入をためらっている人がいる。また、流通事業者においては、一部消費者の福島県産食品の忌避行動を過大に捉え、福島県産食品外しを行っている事業者も依然として存在している。　
今年４月には韓国との海産物輸出に関する紛争についてＷＴＯ上級委員会が第一審を覆し日本側の主張を退けた。これにより、新たな風評被害が発生することが考えられる。風評払拭及び風化防止対策については、長期的かつ幅広い対策に粘り強く取り組む必要がある。
ついては、風評払拭に向けて、次の事項を要望する。
①　放射能に関する正しい知識の普及と県産品や観光地の安全性に関する情報にとどまらず、品質の高さや魅力に関する情報発信を強化すること。
②　県産品の販路拡大を促進するため、国内外への販路開拓に対する支援策を拡充すること。
③　県産食品に対する輸入規制の早期解除に向けた取組みを強化すること。
④　観光産業、食品産業、農林水産業が連携した共通プロモーション等を実施すること。

（２）被災中小企業の自立支援策の拡充・住民の帰還促進（継続・修正）
原発事故による被災１２市町村においては「福島相双復興推進機構」が域内商工業者及び農林漁業者の経営課題の解決や事業再開に向け企業誘致や創業支援に取り組んでいるが、地元で事業を再開済み又は地元で継続中の事業者は３０％、将来地元で事業を再開したい人も含めても４５％に留まっているため、現場のニーズを踏まえた支援策の拡充が必要である。
また、被災１２市町村はもちろんのこと、その他の県内市町村においても、被災中小企業の事業再建等の自立に向けた支援が引き続き必要である。
ついては、被災中小企業の自立支援策の拡充及び住民の帰還促進を図るため次の事項を要望する。
①　被災中小企業が事業再建・創生に向けて行う販売チャネルの開拓、新商品開発、設備投資等に対する支援策を拡充強化すること。
②　被災１２市町村の住民帰還率は低く、生活関連事業者等が厳しい経営環境に置かれているため、更なる住民の帰還促進を図ること。

３　原発事故損害賠償の確実かつ完全な実施（継続・修正）
東京電力は平成２９年度以降も原発事故との相当因果関係が認められる損害が継続する場合は、適切に賠償するとしている。
しかし、一括損害賠償後の請求に対する支払は、申請件数８００件以上のうち認められたものが極めて少なく、確認にも長期間を要している状況にある。
原発事故から１０年が経過すれば損害賠償請求権が時効となることから、損害賠償を迅速かつ適切に実施させるため、東京電力に対して次のとおり強い指導を行うよう要望する。
①　同様の被害を受けている事業者に対する賠償の対応に相違が生じることのないよう、相当因果関係の類型、判断根拠、東京電力の運用基準や個別事業に対応した事例を公表・周知させるとともに、個別訪問等により被害事業者に分かりやすく丁寧に説明させること。
②　相当因果関係の確認に当たっては、一括賠償請求時の提出書類を最大限活用する等手続きの簡素化に取り組むとともに、記載例の作成、様式を記載しやすくすることにより、被害事業者の負担を軽減させること。
③　損害賠償請求の時効を控え、手続きの事務的・精神的負担の大きさから請求に踏み切れない被害事業者に対し、損害賠償制度の更なる周知をきめ細やかに行わせること。



Ⅰ　総　合
米国と中国の貿易摩擦や英国のEU離脱に伴う混乱等、世界経済の先行きが不透明になりつつある。そのような中、地方経済や中小企業においても、エネルギー価格・原材料価格の高騰や、人手不足、働き方改革への取組み等雇用環境の大きな変化により、厳しい経営環境が続いている。さらに１０月に消費税増税を控え、駆け込み需要とその反動減が予想される。そのため、経済の好循環を実現する切れ目のない経済対策をはじめ、地方経済が活性化するよう中小企業を支援する施策が不可欠である。
ついては、地域創生の実現に当たっては、組織力を活かした中小企業・小規模事業　者の果たす役割は多く、地域中小企業・小規模事業者の支援強化、中小企業連携組織　対策の拡充・強化を図るよう要望する。

１．事業承継に向けた支援（継続・修正）
地域経済・地域社会において重要な役割を果たしている中小企業・小規模事業者について、後継者確保が困難なことから事業承継を行えず廃業を余儀なくされる事例が今後多数起こることが懸念されている。また、親族内承継の割合が減少し、従業員や社外の第三者といった親族外承継が増加している状況にある。事業引継ぎに当たっては、計画作成に専門性を要するため、特に小規模事業者に対する支援が求められる。
ついては、中小企業・小規模事業者が今後も事業を継続・発展させていくために、専門家派遣による無料相談回数の増加や事業承継計画の策定等、次世代へ円滑な事業承継を行えるよう支援の強化を要望する。

２．商店街振興組合法の改正（継続・修正）
商店街振興組合は、地域の担い手として地域活性化に大きな期待が寄せられている。しかし、商店街振興組合法の成立当時と現在では商業環境が変化しており、各地方においては商店街の構成員事業所が著しく入れ替わっていることから、商店街の変化に即するよう組合の地区及び組合員構成比に係る存続要件を撤廃すること。
　　
３．中小企業団体中央会の支援体制の強化・拡充
※（１）中小企業連携組織対策の拡充・強化（継続・修正）
東日本大震災後の厳しい経済環境の中、中小企業組合が地域経済を支える重要な役割を担い、地域社会においても欠くことができない存在となっている等、中小企業・小規模事業者の組織化に対する評価が見直されている。
そのため、中小企業連携組織対策の拡充・強化を図り、中央会がこれらの中小企業組合のニーズに十分に対応できるよう、支援体制の充実に向け国は必要な措置を講じること。




　（２）中小企業施策の強力な推進（継続・修正）
我が国経済の活性化にとって、地方の中小企業経営の安定と発展が不可欠である。そのため国は、雇用環境の変化、原材料高の影響、不透明な経済情勢に対応できるよう、中小企業者の経営の安定と発展に向けた切れ目のない経済対策を講じること。

４．海外展開支援の強化（継続・修正）
中小企業者の海外展開には費用と時間がかかり継続的な取組みが必要であるため、支援体制の整備と支援策の更なる充実強化を図ること。

５．中小企業組合への優先発注及び官公需対策の推進（継続・修正）
中小企業組合は、東日本大震災後の緊急時に、ライフライン等の復旧、各種救済対策の実施において大きな役割を果たした。これは、中小企業組合が地域の実情に精通していることと、組織力を活かした迅速な対応を行ったことによるものである。
さらに、中小企業組合は、災害時のみならず、雇用の確保をはじめとした地域経済の発展やコミュニティの活性化等、地域創生に果たす役割が大きいことから、中小企業組合及びその構成員である中小企業・小規模事業者の振興を図るため、次の事項について要望する。
①　地元中小企業組合への優先発注及び官公需適格組合の受注機会の増大
②　インフラの整備や道路・河川の維持管理業務等の地元中小企業組合への優先発注及び請負契約における複数年契約の導入拡大
③　復旧・復興に向けた公共工事の地域中小企業への優先発注
④　組合随意契約・少額随意契約の積極的活用
⑤　物品、役務の請負契約における最低制限価格制度の導入
⑥　発注内容に含まれる知的財産権の財産的価値に留意した契約の実施
















[bookmark: _Toc394087000][bookmark: _Toc394088329][bookmark: _Toc394483204]Ⅱ　金　融
国は中小企業・小規模事業者が積極的に投資を行い、成長戦略を具現化できるような措置に併せ、業績の回復が遅れている中小企業・小規模事業者に対しては、資金繰りに支障をきたさないために万全な措置を講じる必要がある。また、信用組合をはじめとする地域中小金融機関がその役割を発揮し、地域に密着した資金の円滑な供給を十分に図れるよう、融資制度の整備を支援することが必要であり、次の事項を要望する。

１．中小企業金融対策の拡充
※（１）中小企業・小規模事業者の多様なニーズにあった各種金融支援策の継続・拡　　
充（継続）
原材料やエネルギー価格の高騰、人手不足等に伴う人件費上昇による資金繰りや生産性向上のための設備投資資金、新たな活力を生み出す創業資金、事業承継の資金需要に引き続き万全の措置を講じること。

（２）信用組合の地域金融機能の堅持・支援の強化(継続・修正)
信用組合は、地域の中小企業・小規模事業者を支え、その発展に大きな役割を担い、中小企業の経営力強化、育成、再生に大きく寄与している。
一方、今年４月には、ゆうちょ銀行の預入限度額が引き上げられる等、地域金融機関の取り巻く経営環境は厳しさを増している。
国は、地域中小企業の経営改善、事業承継、事業再生、創業等、引き続き時代の要請に応える地域中小金融機関である信用組合がその機能を一層発揮できるよう、業務の適正化と安全性の確保を可能とするシステム構築等に対する支援を強化すること。

（３）中小企業向け金融機能の維持（継続・修正）
公的金融機関である商工組合中央金庫や日本政策金融公庫が、中小企業に係わる金融の円滑化のため、民間金融機関の補完的役割を的確に発揮できるよう、必要な措置を講じること。

（４）中小企業高度化融資制度の見直し（継続・修正）
中小企業高度化融資制度について、貸付要件、条件変更及び貸付手続きの見直し並びに連帯保証の弾力的運用を図ること。また、個人保証についてはガイドラインに基づき、弾力的に運用すること。
	
（５）経営者保証に関するガイドラインの遵守（継続・修正）
経営者の個人保証に過度に依存しない融資を一層推進するよう、引き続き各金融機関、信用保証協会に対して、「経営者保証に関するガイドライン」の遵守を促すこと。


Ⅲ　税　制
平成３１年度税制改正では、個人版事業承継税制が創設される等、本会で要望した項目の中で一部実現されたものがあったが、中小企業の経営は依然として厳しいものがあり、下記の事項について継続要望する。

１．創業期の企業等における税制特例措置（継続・修正）
創業期は組織の財政基盤等が脆弱な場合が多く、税制面等の環境整備が必要である。これについては、産業競争力強化法に基づく登録免許税の軽減措置が図られているが、登録免許税及び創業期の一定期間における法人税の減免等、税制面での更なる特例措置を講じること。
　　
２．中小企業の経営基盤を強化する税制
（１）法人税等の見直し（継続・修正）
法人税については、依然として国際水準に比べ高い水準となっている。したがって、中小企業が活力を取り戻せるよう、次のとおり税制を見直すこと。
①　中小法人に対する法人税の軽減税率については、期間限定により認められている基本税率を１５％以下に引き下げ、更に恒久化を図ること。また、中小法人の基本税率が適用される年間所得を現行の８００万円から大幅に引き上げること。
②　法人税率引下げの財源確保に際して、中小企業への税負担を強いる外形標準課税の中小企業への適用拡大は、資本金１億円以下の中小企業については今後も断じて行わないこと。
③　中小企業組合等の法人税率については、優遇措置を講じ、税率を引き下げること。また、協業組合と企業組合においては、年８００万円超の所得においても協同組合と同様の率に引き下げること。
④　中小企業の投資拡大や生産性の向上を促進するため、中小企業経営強化税制の更なる拡充、経営強化法による固定資産税の減免措置の復活並びに中小企業投資促進税制及び少額減価償却資産の特例の本則化・恒久化を図ること。

（２）印紙税の廃止措置（継続）
印紙税については、電子化の有無で課税に不公平感が生じている。紙を媒体とした文書のみに課税する印紙税は、経済取引のペーパーレス化が進展している昨今では合理性や公平性を欠くことから、早急に廃止すること。

３．事業承継税制の更なる要件の緩和(継続・修正)
中小企業・小規模事業者の事業承継の円滑化は、事業の継続・発展を通じた地域経済の活力の維持や雇用の確保等に資するものであり重要な課題である。事業承継税制については平成３１年度税制改正においても制度改正が行われたが、更なる要件緩和について要望する。


４．登録免許税・不動産取得税の軽減措置（継続）
団地組合が組合員の移転、廃業等により、団地内不動産を一時取得する場合、登録免許税及び不動産取得税の軽減措置を講じること。

５．被災中小企業における各種税負担の特例措置（継続）
東日本大震災及び原発事故により、被災中小企業等は企業倒産をはじめ企業存続の危機に直面しており、法人税、県市町村民税、固定資産税等の税負担について減免することを要望する。

６．消費税対策の強化
　（１）消費税率引上げ実施に向けた万全な対策の実施（継続・修正）
消費税率の引上げにあたり、増税前の駆込み需要とその反動減に対する十分な対策を講じること。また中小企業が消費税を円滑に転嫁でき、事務負担増に繋がらないよう、消費税に関する相談にきめ細かく応じる等、中小企業及び小規模事業者の現場が混乱しないよう配慮すること。
①　消費税率引上げに際しては、増税前の駆込み需要とその反動減に対する十分な準備と増税負担を和らげるための内需喚起対策を講じること。
②　円滑な価格転嫁と新たな値付け作業の混乱回避等のため、消費税の外税表示は、事業者が選択できるよう、恒久化すること。
③　インボイス方式は事業者の事務コストを増やすため、十分な時間をかけて検証し、中小企業・小規模事業者において、負担軽減に繋がる代替案の創出など慎重な対応を行うこと。


（２）消費税率の上乗せ課税の早期解消（継続・修正）
個別消費税（ガソリン税、自動車取得税、酒税、たばこ税）に係る消費税の上乗せ課税は早期に解消すること。


Ⅳ　商業・サービス業
商店街及び中小小売・サービス業を取り巻く経営環境は、大型商業施設の進出、インターネット販売の普及等により厳しくなっている。中小企業・小規模事業者及び中小企業組合は、地域社会の中で住民の文化的な生活並びに安全・安心の確立のため積極的な活動を展開している。また、中小企業組合は、街路灯等の環境整備対策、災害時における避難場所の確保、食料・物品調達等の災害復旧等の面で、地域行政と密接な連携を図りながら、地域住民の生活維持において重要な役割を担っている。
したがって、中小企業・小規模事業者及び中小企業組合が地域振興に果たす役割を十分に発揮するため、次の事項について要望する。

１．地域商店街及び中小小売・サービス業のための支援拡充
（１）地域コミュニティを支える商店街の機能強化に対する支援の拡充（継続・修
　　正）
商店街は、地域毎に様々な特性がありコミュニティの担い手である。安全・安心、福祉、子育て、高齢者の相談相手、文化の創造、歴史の伝承等公共的な役割も兼ね備えており、地域住民にとって不可欠な存在である。ソフト事業及びハード事業に対する多様なニーズに応えるため、活用しやすい補助金の充実・強化を図ること。
また、制度運用に当たっては、商店街振興組合法に基づく認可法人である商店街振興組合に対し、補助率を高める等インセンティブを設けること。

（２）買物弱者対策への支援強化（新規)
人口減少、人口移動による買物弱者への早急な対応策が必要となっている。地域のコミュニティ維持のため、買物弱者対策に取り組む中小小売・サービス業への補助金の充実・強化を図ること。

２．まちづくりの推進、中心市街地の再生支援
（１）商店街に配慮した大型店出店の規制継続（継続）
高齢者等の買物弱者を含めた地域住民の生活の利便性を確保するため、商店街の機能を維持する必要がある。そのため、過度な競争を誘発する「大規模集客施設に対する立地規制」を緩和する都市計画法の見直しは行わないこと。

（２）空き店舗対策への支援拡充（継続・修正）　
商店街組合が自ら空き店舗の管理・運営を試験的に行い市場の反応を検証する場合には、その経費について財政的支援を行うこと。

（３）中心市街地活性化のための支援制度の創設（継続・修正）
中心市街地において老朽化している共有物件、共同ビルのリニューアル等により活性化を進めるため、複数の所有者の意見調整・取りまとめを行う公的機関等の設置を支援する制度を創設すること。

３．中小流通業への支援策強化（継続・修正）
中小運輸業は輸送コストの上昇、人手不足等、極めて厳しい経営環境下にあることから、燃料に関する税制の見直しを含む、末端価格の低減対策を実施すること。
また、運転手の待遇改善を行いながら輸送の安全を確保するため、荷待ちや積込み、附帯業務等のコストが取引価格に適正に反映されるよう、荷主への指導を強化する等の措置を講じること。
さらに、高速道路のＥＴＣ「大口・多頻度割引」については、ＥＴＣ２．０以外のＥＴＣについても負担軽減措置を講じるとともに、ＥＴＣ２．０搭載車の大口・多頻度割引を継続すること。

※４．中小観光産業への支援策強化（継続・修正）
東日本大震災、風評被害により観光客数は依然として回復していない。一方、外国人観光客数は平成３０年に３，１００万人を突破したが、そのほとんどは、大都市に集中し、地方の観光産業への波及はまだまだの状況にある。
観光産業が地域に及ぼす経済効果は、旅館ホテル業だけでなく運輸・運送業、飲食業、食品加工業、農業等広範囲にわたり、それらを支えるのはほとんどが中小企業者である。さらに、観光産業の活性化は復興の象徴であり、地域創生のための極めて重要な役割を担っている。そのため、震災後の復興・創生による対策に加え、「モノ消費からコト消費へ」という消費傾向の変化に対応した着地型観光の活性化が必要であり、地方への外国人を含めた観光客が増加するよう次の措置を講じること。
①　旅館ホテル、農業者、飲食店、交通、行政等の連携強化による観光地域づくりを実現するための戦略の構築や情報発信・プロモーションの実施に対する支援
②　県内産食材を活用したメニューや土産品開発への支援
③　インバウンド増加に向けた観光施設や宿泊施設・客室の無料Ｗｉ－Ｆｉ設置、多言語表示等外国人観光客向け施設整備、パンフレット等の翻訳等に対する補助制度の更なる充実強化
④　東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とした地方を回遊する観光ルートの企画開発への支援
⑤　ＤＭＯの企画・運営に必要な人材育成に対する支援の拡充
⑥　国際会議、国内会議等ＭＩＣＥの積極的な誘致及び地方におけるコンベンション開催費補助制度の拡充
⑦　温泉街における廃業や倒産した旅館の撤去や景観整備についての支援

５．公共交通事業者としてのタクシー業界に対する支援（新規）
タクシー業界においては公共交通事業者として、高齢者、障害者等の外出支援に向けてＵＤタクシーの導入、事業者負担による身体障害者割引、免許返納割引を行っている。しかし、運賃改定もできない厳しい経営環境の中で、新たな設備、事業者負担による割引制度維持については困難が伴うことから車両を導入するに当たっての現行補助金制度の手続きの簡素化及び支援施策の強化を要望する。

[bookmark: _Toc394087222][bookmark: _Toc394088525][bookmark: _Toc394483244]Ⅴ　労　働
働き方改革の推進や社会保障制度の見直しに当たっては、過度な事業主負担により財務基盤が脆弱な中小企業の活力の維持・発展を阻害することがないよう、中小企業の経営実態に十分配慮することが極めて重要であり、次の事項について要望する。

※１．財政基盤が脆弱な中小企業・小規模事業者に十分配慮した働き方改革の推進 (継続・修正)
平成３１年４月１日より「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が一部施行され、中小企業・小規模事業者は、経過措置はあるものの、時間外労働の上限規制の適用、同一労働同一賃金の導入及び割増賃金率の見直しを行わなければならないため、次の事項を要望する。
①　中小企業・小規模事業者の経営実態に十分に配慮し、人手不足の緩和、生産性向上に向けた支援を強化すること。
②　年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対する年５日取得義務化については、経過措置がないため、その制度が十分に理解されるよう、きめ細やかな周知を徹底すること。
③　自動車運転業務や建設業については、改正法施行５年後に時間外労働の上限規制が適用されることから、中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引条件の実態等を踏まえた支援を行うこと。

２．中小企業・小規模事業者の人材確保・定着支援の強化
（１）人手不足業界に対する積極的な人材確保支援策の拡充・強化（継続・修正）
中小企業・小規模事業者では、特定の業種にとどまらず幅広い業種で人手不足が常態化している。高い技術・優れたサービスを有しながらも、優秀な人材の確保が困難となっている。このため、人手不足業界に対する積極的な人材確保支援策を拡充・強化すること。

（２）若年者の人材確保・定着支援の強化（継続・修正）
若年者及びその保護者等が中小企業・小規模事業者に対する理解を深めるため、その魅力発信に積極的に取り組むとともに、若年者のＵＩＪターンを促進するため、支援策を拡充・強化すること。

（３）学校と地元中小企業が連携したキャリア教育・職業教育支援の強化（継続・修正）
学生の地元定着率向上のため、学校教育の課程においてキャリア教育・職業教育を体系的に実施すること。また、教育機関と中小企業・小規模事業者又は中小企業組合が連携・協力して実施するキャリア教育、インターンシップ等の事業活動に対する支援を強化すること。



（４）中小企業における女性・高齢者活躍推進を支援する施策の充実（継続・修正）
今後、更なる少子高齢化に伴い労働者の人材不足の加速化が予想され、労働力不足を解消するため、女性・高齢者の活躍推進が不可欠である。このため、育児・介護等で離職した女性及び高齢の求職者と中小企業とのマッチング支援を強化すること。
また、女性・高齢者の人材活用のために中小企業が取り組む、事業所内保育施設の設置や作業環境整備等に対する支援の充実を図ること。

３．地域の中小企業の実情を踏まえた最低賃金の設定(継続・修正)
最低賃金については、地域最低賃金審議会の自主性を尊重し、地域の中小企業の経営状況、雇用実態、支払能力等に配慮し、全国一元化はもとより中小企業の経営実態を無視した大幅な引上げは行わないこと。
また、特定（産業別）最低賃金は地域別最低賃金の屋上屋を重ねるものであり、早急に廃止すること。

４．外国人技能実習制度及び新たな在留資格「特定技能」の推進
（１）外国人技能実習生の受入れに係る申請書類の簡素化（継続・修正）
外国人技能実習機構は、外国人技能実習生の受入れが円滑に行われるよう、監理団体や実習実施者が提出する申請書類の簡素化を図ること。

（２）技能実習２号移行対象職種の拡大（継続・修正）
外国人技能実習２号移行対象職種については、現在８０職種１４４作業と限られた範囲であることから、中小企業の雇用状況に対応した対象職種・作業の追加拡大を図ること。

（３）特定技能における業種の拡大（新規）
入国管理法の改正に伴い外国人の在留資格として特定技能が創設された。現在は１４の業種での就業が認められているが、人手不足の業種は他にもあることから、業種及び受入れ人数の拡大を図ること。

（４）監理団体及び実習実施者への指導・監督の徹底（新規）
外国人技能実習制度の適正な運営を確保するため、法的権限のある行政庁と外国人技能実習機構が、監理団体及び実習実施者に対する指導・監督を徹底すること。

５．雇用保険二事業の事業費管理の徹底と見直し（継続）
雇用保険二事業（雇用安定事業・能力開発事業：事業主が保険料を全額負担）については、引き続き、関係行政コストの削減をはじめ、給付内容あるいは事業全体の大幅な改革を推進し、また、事業費の一部を国庫負担とすることで、中小企業の経済的負担を軽減すること。

６．社会保障制度の見直し
（１）社会保障制度改革に当たっての中小企業への配慮 (継続)
社会保障制度については、将来的に安定した制度の確立に取り組み、また社会保障制度改革に当たっては、中小企業の経営実態や意見を踏まえ、事業主の負担増とならないよう十分に配慮すること。

（２）協会けんぽの財政安定のための支援（継続）
全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の安定的な財政運営及び中小企業への健康保険料負担増につながらないよう、国庫補助率の現行１６．４％を健康保険法で定められている国庫補助率の上限２０％への引上げ措置を要望する。

Ⅵ　工　業
大企業を中心に企業収益が改善傾向を見せる中、中小企業においてはその効果が未だ実感できず、大企業と中小企業の格差が広がっている。
また、付加価値がモノからサービス等へと移る中、製造業者は、市場変化に応じたいち早い経営革新が求められている。
これらの状況下で、中小企業が生産性を高め、現場力の強みに根差した競争力を発揮できるようにすることは、地域経済の持続的発展にとって非常に重要であることから、次の事項について要望する。

１．日本を支える製造業の生産性向上・競争力強化、ものづくり人材の確保・育成
※（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の継続（継続・修正）
ものづくり補助金は、生産性向上及び新事業創出による新たな取引先の開拓や受注の確保等、中小企業・小規模事業者の業績回復、発展に大きな役割を果たしており、事業ニーズも極めて高いことから、予算を拡充して事業を継続すること。
また、未採択事業者の採択機会を拡げるよう、複数回の採択を受けている事業者に対しては、採択回数に応じて自動的に係数を乗じて減点する等の措置を講じること及び補助対象経費に生産性向上を図るための工場レイアウトの変更工事費等を追加する等、制度の一部見直しを行うこと。

（２）中小企業・小規模事業者向けHACCP（ハサップ）の導入に対する支援（継続・修正）
中小企業・小規模事業者向けHACCPの導入に対する支援として、中堅の中小企業者向けの「HACCPに基づく衛生管理」については導入時の設備資金や審査費用等に対する補助制度を創設すること。また、小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」については制度の周知を十分図ること。

[bookmark: _GoBack]（３）食品表示制度見直しに当たっての中小企業・小規模事業者への配慮（新規）
食品表示制度については、平成２７年４月に施行された新食品表示法による改正以降、平成２８年４月の製造所固有記号制度の見直し、平成２９年９月の加工食品の原料原産地表示新制度の施行、現在進められている遺伝子組換え表示制度及び食品添加物表示制度の見直し検討と、毎年大幅な見直しが行われている。
毎年の見直しは、中小企業・小規模事業者にとって、包材の切り替えや根拠資料
の把握整理等、人件費を含めた実施に係るコスト増に加え、度重なる変更と複雑化
する表示制度への対応に苦慮する状態を招いている。
ついては、今後の食品表示制度の見直しに当たっては、表示に関する消費者のニーズに加え、十分な期間をとって一括した変更を行う等、中小企業・小規模事業者の円滑な対応に配慮した慎重且つ計画的な検討を要望する。
	


２．中小企業組合向け省エネルギー補助金の創設（継続）
近年、エネルギーコストの増大が中小企業経営を圧迫しており、地域経済・雇用維持のためにも早急な中小企業者支援が必要であるが、現在ある中小企業向け省エネ設備補助金は、専門性が高いことや手続きが煩雑であることにより中小企業には使い勝手が悪い。
地域や業界に省エネルギーの取組みを普及させるためには、地域や業界を網羅する中小企業組合の活用が効果的である。そのために中小企業組合が省エネルギー計画を作成し、この計画に参加する構成員企業を支援する中小企業組合向け省エネルギー補助制度の創設を要望する。

３．下請取引等の適正化に係る指導・監督の強化（継続・修正）
国は、親事業者の優越的地位の濫用を防止し、下請取引等の適正化を推進するため、①親事業者が下請事業者に対し、一方的な発注打切りやコスト削減要求等を行わないこと、②原材料やエネルギー価格の高騰、人件費等の上昇及び技術・技能の維持・伝承に必要なコストを取引価格に適正に転嫁することについて指導・監督を強化すること。
また、下請代金支払遅延等防止法等の違反業者に対しては、迅速且つ厳正に対処すること。
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